
 

特 定 建 設 作 業 実 施 届               EA 出 書 

 

年  月  日 

   明 石 市 長  殿 

                 届出者 

住  所                     

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏  名                     

     （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

電子メール                      

 

担当者氏名                      

 

電 話 番 号     （   ）            

 

特定建設作業を実施するので （１）騒音規制法第14条第１項（第２項） 

              （２）振動規制法第14条第１項（第２項） 

              （３）環境の保全と創造に関する条例第59条第１項（第２項） 

の規定により次のとおり届け出ます。 

 

建  設  工  事  の  名  称  

建 設 工 事 の 目 的 に 係 る 

施 設 又 は 工 作 物 の 種 類 

 延べ床面積（解体工事のみ） 

㎡ 

特 定 建 設 作 業 の 種 類 別 紙 の と お り 

特 定 建 設 作 業 に 使 用 さ れ る 

機 械 の 名 称 型 式 及 び 仕 様 
別 紙 の と お り 

特 定 建 設 作 業 の 場 所 明 石 市 

資材・残土砂等の置場の有無 有（場所：              ）・無 

特 定 建 設 作 業 の 実 施 の 期 間 
自  令和  年   月   日 

至  令和  年   月   日 

特定建設作業の間始及び終了の時刻 

作業開始 作業終了 作 業 日 実 労 時 間 

自  時  至  時 
日曜その他

の休日除く 
時間 

騒音等の防止の方法（該当する番号に〇印をつける） 

1.防音壁 2.防音シート  3.防音パネル  4.防音カバー  5.低公害型工法 

6.低騒音型・低振動型建設機械  7.動力源の適正配置  8.作業日・作業時間帯の配慮 

9.適正な運転操作  10.その他（                        ） 



〇発注者 

（氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては、その代表者の氏名） 

 

 

電話番号            

〇届出者の現場責任者 

（氏名及び連絡場所） 

 

     

電話番号                   

〇下請負人  （ 有 ・ 無 ） 

（当該下請負人の氏名又は名称及び

住所等並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名） 

   

        

電話番号            

〇下請負人の現場責任者 

（氏名及び連絡場所） 
     

電話番号            

（備 考） 

【周辺住民への説明】 

実施月日 
 

対象地域 
 

説明方法 

・チラシ配布    ・説明会    ・個別訪問 

 

・その他（                       ） 

説明内容（その他） 

 

 

 

添付書類 

  １．特定建設作業の種類、機械の名称及び作業工程表 

  ２．付近見取り図（周辺住宅等の状況がわかるもの。資材・土砂等置場を使用する場

合は、その場所の付近見取り図も添付する。） 

  ３・その他参考資料 

 

 



別紙  特定建設作業の種類、機械の名称及び作業工程表 

特定建設作業の種類 

特定建設作業に使用

される機械の名称、 

型式及び仕様 

特  定  建  設  作  業  工  程  表 

 月  月  月  月  月  月  月 

 10  20  10  20  10  20  10  20  10  20  10  20  10  20 

騒
音
に
係
る
特
定
建
設
作
業 

騒
音
規
制
法 

①くい打機、くい抜機を使用する作業 
（もんけん、圧入式くい打くい抜機を除く） 

  
                                          

                                          

②びょう打機を使用する作業 （インパクトレンチ
による高張力ボルト締めを除く） 

  
                                          

                                          

③さく岩機を使用する作業 
（手持式ブレーカー、アイオン等） 

  
                                          

                                          

④空気圧縮機を使用する作業 
※ブレーカーの動力として使用する作業を除く 

  
                                          

                                          

⑤ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ､ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄを設けて行う作業   
                                          

                                          

⑥バックホウ（定格出力 80kw以上）を使用する作
業 ※80kw 未満、低騒音型は⑩に該当 

  
                                          

                                          

⑦トラクターショベル（定格出力 70kw 以上）を使
用する作業 ※70kw 未満、低騒音型は⑩に該当 

  
                                          

                                          

⑧ブルドーザー（定格出力40kw以上）を使用する
作業 ※40kw 未満、低騒音型は⑩に該当 

  
                                          

                                          

県
条
例 

⑨くい打機をｱｰｽｵｰｶﾞｰと併用する作業   
                                          

                                          

⑩掘削機を使用する作業 （⑥⑦⑧に該当しない
ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ等の掘削機） 

  
                                          

                                          

⑪ｺﾝｸﾘｰﾄ造、鉄骨造、ﾚﾝｶﾞ造の建物解体作業又は動

力、鉄球を使用して行う破壊作業(ﾆﾌﾞﾗｰ、圧砕機等) 
  

                                          

                                          

振
動
に
係
る
作
業 

振
動
規
制
法 

①くい打機、くい抜機を使用する作業 

（もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機及び

圧入式くい打くい抜機を除く） 

  

                                          

                                          

②鋼球を使用して建築物、その他の工作物を 

破壊する作業 
  

                                          

                                          

③舗装版破砕機を使用する作業 （ハンマー落下

の衝撃力で舗装版を破壊する機械の作業。） 
  

                                          

                                          

④ブレーカーを使用する作業 （ショベルカーに取

付けた大型ブレーカー等。手持式を除く。） 
  

                                          

                                          



 


